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ソーシャルワーカーの勤務は、平日月曜日から金曜

日です。事前に電話で相談日時をお約束することも可

能です。また、当番者の出勤がある土曜日もあります。

ご用のある方は事前に、ご連絡いただくよう、よろし

くお願いいたします。 

医療相談室だより 
令和 5 年 12 月（No.381） 

令和 5 年 12 月１日発行 

相談室より 

今年も残すところあと少しとなりました。 

年末は、職員もお休みをいただくため、外出や外泊を希望さ

れる方はお早めにご相談ください。 

病院ホームページもご覧ください 

八王子市認知症高齢者グループホーム利用者負担軽減制度 

八王子市では認知症により在宅での生活が困難な低所得の方に対し、八王子市内の認知

症対応型共同生活介護事業所（認知症高齢者グループホーム）を利用する際にかかる家賃及

び食材料費を軽減する制度があります。 

対象となる方の要件 

軽減される方は以下の①～⑤を満たす方となります。 

①被保険者本人の属する世帯の全員が市民税非課税（夫婦で世帯が異なる場合でも、配偶者

が市民税非課税） 

②預貯金等の合計が、基準額以下の方 

③短期利用の利用者でない方 

④生活保護及び中国残留邦人等の支援を受けていない方 

⑤「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けている方 

軽減額 

 

 

 

 

 

 

 

～軽減を受けるまでの流れ～ 

①八王子市に「介護保険負担限度額認定申請」を行い、「介護保険負担限度額認定証」の交

付を受けます。 

②軽減を行っている事業所に「介護保険負担限度額認定証」の写しを提出します。 

③事業所から家賃及び食材料費の軽減を受けます 

何かわからないことがある場合は八王子市福祉部 介護保険課 総務給付担当もしくは

担当相談員までご相談下さい。他の区市町村にもそれぞれの制度が利用できる場合、各自治

体へお問い合わせ下さい。 

☆面会時間の変更 

令和 5 年 11 月 27 日より面会のお時間が変更になりました。 

 

平日    13：00 ～ 18：00 

土日祝日  10：00～12：00  13：00～18：00 

 

※病棟内で感染症等が発生した場合は面会が中止となる場合がございます、あらかじめ

ご了承下さい。 

※A2 病棟、AX 病棟は予約制となっております。 

面会希望の際は、お早めに病院代表へご連絡下さい。 

☆公衆電話の変更 

変更日：12 月 27 日より一部病棟にて公衆電話が変更になります。 

テレフォンカードが利用できなくなり専用のプリペイドカードのみご使用になれます。 

専用のプリペイドカードの購入については、病院売店での販売をしていく予定です。 

変更ではない病棟に関しては従来通り公衆電話を利用できます。 

変更の対象病棟：東５、東４、Ａ２ 

変更のない病棟：東３（テレフォンカード利用のみ）南２（テレフォンカード利用のみ）

南３（硬貨利用のみ）アネックス（硬貨利用のみ）、内科（硬貨利用のみ） 

 

面会時間・病棟の公衆電話変更のご案内 

 

 

 

 

単 身 夫 婦
家 賃 3 5 ,5 0 0 円

食 材 料 費 3 4 ,3 0 0 円
計 6 9 ,8 0 0 円
家 賃 3 5 ,5 0 0 円

食 材 料 費 3 1 ,6 0 0 円
計 6 7 ,1 0 0 円
家 賃 2 0 ,8 0 0 円

食 材 料 費 2 3 ,8 0 0 円
計 4 4 ,6 0 0 円
家 賃 2 0 ,8 8 0 円

食 材 料 費 2 ,5 0 0 円
計 2 3 ,3 0 0 円

第 三
②

世 帯 全 員 が 市 民 税 非 課 税 で 、
課 税 ・ 非 課 税 年 金 収 入 額 と 合 計 所 得

額 の 合 計 が 1 2 0 万 円 超
5 0 0 万 円 以 下 1 ,5 0 0 万 円 以 下

預 貯 金 等 の 基 準 額
認 定 区 分 補 助 上 限 額 （月 額 ）

第 三
①

世 帯 全 員 が 市 民 税 非 課 税 で 、
課 税 ・ 非 課 税 年 金 収 入 額 と 合 計 所 得
額 の 合 計 が 8 0 万 超 1 2 0 万 円 以 下

5 5 0 万 円 以 下 1 ,5 5 0 万 円 以 下

第 二
世 帯 全 員 が 市 民 税 非 課 税 で 、

課 税 ・ 非 課 税 年 金 収 入 額 と 合 計 所 得
金 額 の 合 計 が 8 0 万 円 以 下

6 5 0 万 円 以 下 1 ,6 5 0 万 円 以 下

老 齢 福 祉 年 金 受 給 者 で
世 帯 全 員 が 市 民 税 非 課 税

第 一 1 ,0 0 0 万 円 以 下 2 ,0 0 0 万 円 以 下


